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(57)【要約】
　物体を実質的に焦点を合わせて撮像するように構成さ
れたカテーテルが記載される。カテーテルの遠位端には
、撮像デバイスが配設される。撮像デバイスは、撮像デ
バイスの前面に位置する有効焦点面を有する。カテーテ
ルは、撮像デバイスの有効焦点面に位置決めされる外周
部を有する透明な焦点器具も含み、透明な焦点器具の外
周部に接触する物体を、実質的に焦点を合わせて撮像す
ることを可能にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体を実質的に焦点を合わせて撮像するように構成されたカテーテルであって、
　ａ）前記カテーテルの遠位端に配設された撮像デバイスであって、当該撮像デバイスの
前面に位置する有効焦点面を有する撮像デバイスと、
　ｂ）前記カテーテルに結合された透明な焦点器具であって、前記撮像デバイスの前記有
効焦点面に位置決めされる外周部を有し、当該透明な焦点器具の前記外周部に接触する物
体を、実質的に焦点を合わせて撮像することを可能にする透明な焦点器具と
を備えるカテーテル。
【請求項２】
　前記透明な焦点器具が透明なスペーサである請求項１に記載のカテーテル。
【請求項３】
　前記透明なスペーサが、ポリスチレン、ポリカーボネートまたはＰＥＴからなる群から
選択される材料から構成される請求項２に記載のカテーテル。
【請求項４】
　前記透明な焦点器具が透明な可膨張性バルーンである請求項１に記載のカテーテル。
【請求項５】
　前記撮像デバイスが前記可膨張性バルーンの内部に配設され、前記可膨張性バルーンの
前記外周部が、膨張させると、前記撮像デバイスの前記有効焦点面に位置決めされるよう
に構成される請求項４に記載のカテーテル。
【請求項６】
　前記カテーテルが、前記カテーテル内の第１の開口部と、前記カテーテルの前記遠位端
の第２の開口部との間の流体連通を可能にするように構成された開放流路をさらに含む請
求項５に記載のカテーテル。
【請求項７】
　前記可膨張性バルーンが、収縮させると、前記開放流路内の流体連通を制限するために
、前記カテーテルの前記第１の開口部を覆うように構成される請求項６に記載のカテーテ
ル。
【請求項８】
　前記撮像デバイスがＳＳＩＤを含み、前記ＳＳＩＤが、撮像アレイ、および前記ＳＳＩ
Ｄの前記撮像アレイに任意選択で結合されたＧＲＩＮレンズを含む請求項１に記載のカテ
ーテル。
【請求項９】
　前記透明な焦点器具が前記ＧＲＩＮレンズに結合される請求項８に記載のカテーテル。
【請求項１０】
　前記撮像デバイスが少なくとも２つの撮像デバイスを含む請求項１に記載のカテーテル
。
【請求項１１】
　前記カテーテルが、前記カテーテルの前記遠位端を複数の方向に選択的に回転させるよ
うに構成された回転デバイスを含む請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１２】
　前記撮像デバイスが横方向に撮像するように構成される請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１３】
　物体を実質的に焦点を合わせて撮像するように構成されたカテーテルであって、
　ａ）前記カテーテルの遠位端に配設された撮像デバイスであって、当該撮像デバイスの
前面に位置する有効焦点面を有する撮像デバイスと、
　ｂ）前記カテーテルに結合された透明な焦点器具であって、前記撮像デバイスの前記有
効焦点面に位置決めされる外周部を有し、当該透明な焦点器具の前記外周部に接触する対
象物を、実質的に焦点を合わせて撮像することを可能にする透明な焦点器具と、
　ｃ）前記カテーテルの遠位端の近くに配設され、前記透明な焦点器具を前記対象物に接
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触するように、選択的に位置決めするように構成される位置決めデバイスと
を備えるカテーテル。
【請求項１４】
　前記位置決めデバイスが可膨張性バルーンである請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１５】
　前記位置決めデバイスが、前記カテーテルの管腔内に配設され且つ予備成形された形状
記憶材料を含み、
　前記予備成形された形状記憶材料が前記カテーテルの前記管腔から外へ延ばされると、
前記予備成形された形状記憶材料が巻き付けられる向きに偏倚され、かつ前記透明な焦点
面が前記対象物に接触するように、前記撮像デバイスを位置決めするように配設される請
求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１６】
　前記バルーンがさらに、前記撮像デバイスおよび前記透明な焦点器具の反対側に横向き
の方向に配設され、横方向に選択的に膨張し、前記透明な焦点器具を、前記透明な焦点器
具の近くに位置する前記対象物に接触するように位置決めする請求項１３に記載のカテー
テル。
【請求項１７】
　ａ）撮像デバイスの有効焦点面に位置決めされる外周部を有する、透明な焦点器具を備
えたカテーテルを提供するステップと、
　ｂ）前記透明な焦点器具の前記外周部を対象物に接触するように位置決めし、前記透明
な焦点器具の前記外周部に接触する対象物を、実質的に焦点を合わせて撮像することを可
能にするステップと、
　ｃ）前記対象物を撮像するステップと
を含む、カテーテルを用いた撮像方法。
【請求項１８】
　位置決めステップが、前記カテーテル上に配設されたバルーンを膨張させ、前記対象物
に接触する前記透明な焦点器具を移動させるステップを含む、請求項１７に記載のカテー
テルを用いた撮像方法。
【請求項１９】
　ａ）前記カテーテルの遠位端に結合されたバルーンを提供するステップと、
　ｂ）前記バルーンを膨張させ、前記透明な焦点器具の前記外周部を前記対象物に接触す
るように位置決めするステップと
をさらに含む、請求項１７に記載のカテーテルを用いた撮像方法。
【請求項２０】
　前記透明な焦点器具が、前記撮像デバイスの前記有効焦点面に実質的に等しい膨張長さ
を有する透明なバルーンを備える、請求項１９に記載のカテーテルを用いた撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療機器に関し、より詳細には、小型化されたｉｎ－ｓｉｔｕ型撮像デバイス
および前記デバイスの操作方法に関する。
【０００２】
　本発明は一般に、内視鏡の分野に関する。より詳細には、本発明は、改善された内視鏡
およびカテーテルの撮像に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本願は、その全体が参照によって本明細書に援用される、２００８年６月１８日に出願
された「Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ　Ｈｅａｄ　Ｄｅｆｉｎｉｎｇ　
ａ　Ｆｏｃａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ」という名称の米国仮特許出願第６１／１３２，５６６号
に対する優先権を主張するものである。
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【０００４】
　小型撮像デバイスは、医療診断および治療の用途において特に有用になってきている。
対象の解剖学的組織を調べるのに必要なだけ小さい撮像デバイスを製造することができれ
ば、これまで外科的処置によってしか調べることができなかったヒトの解剖学的組織の各
部分を、低侵襲性のカテーテル法によって調べることが可能になる。
【０００５】
　極めて小さい撮像デバイスでは、他の用途が認識されている。例えばそうしたデバイス
は、少し例を挙げると、監視の用途、デバイス内の状態および機能のモニタリング、なら
びに航空宇宙の用途において存在するサイズおよび重量限界撮像（ｓｉｚｅ－　ａｎｄ　
ｗｅｉｇｈｔ－ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ）の必要性に対して用いることができ
、また望ましいものである。
【０００６】
　本発明は、こうした前述の分野および他の分野における用途を有しているが、医療撮像
の用途を用いて、好都合には本発明のユニークな利点を示すことができる。生きている生
物、特にヒトの解剖学的組織内の各部位、小さい開口部の遠位または管腔空間を撮像でき
ることが望ましいことが、長い間認識されてきた。このために、様々なタイプおよびサブ
タイプの内視鏡が開発されている。
【０００７】
　重要とされている撮像技術における１つの進歩は、個々の構成要素のサイズが低減され
たことである。現在では、小型カメラなどの電荷結合デバイス（ＣＣＤ）を、カテーテル
の端部に、ほぼワイヤのストランドの結合部のサイズに合うように製造することが可能で
ある。レンズ、光ファイバおよび小型の手術機器も、小型の寸法に製造することができる
。しかし、こうしたデバイスは機能的でますます効果的になっているが、対象組織の小さ
い領域を適当に撮像するように位置決めすることが難しいことがある。
【０００８】
　例えば小さい細胞癌腫は、肺のより大きい呼吸管に生じる傾向がある。その初期段階に
おいて細胞癌腫は、わずか直径２０～４０ミクロンの距離にわたる少数の細胞にしか影響
を及ぼさないことがある。細胞癌腫が急速に成長し極めて大きくなる前のこの初期段階で
この問題を撮像および診断することが有利である可能性があるため、こうした小さい領域
に近づき、位置を突き止め、撮像できることが重要である。そのような位置を見つけるこ
とができ、かつ撮像デバイスの位置決め、焦点合わせおよび撮像を適当に行うことができ
れば、高解像度の撮像によってこうした細胞を効果的に調べることが可能になる。小さい
細胞癌腫など、細胞クラスタが広い通路内にある場合、この工程はますます複雑になる。
この処置のためにより大きい内視鏡を使用することができるが、一方、小さいカテーテル
は患者の外傷および拘束を実質的に最小限に抑える。現在のところ、使用者は、対象領域
を小型カメラの焦点の範囲内に捉えようとして、小さいカテーテルまたは内視鏡を試行錯
誤で前後左右に繰り返し動かすことを求められる。この工程は通常、完全に焦点が合わず
、診断が困難になる恐れがある画像をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　対象物を実質的に焦点を合わせて撮像することができるように、簡単かつ効果的に位置
決めすることが可能なカテーテルを開発すると有利であることが認識されてきた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　簡潔かつ包括的に言えば、本発明は、撮像する物体を実質的に焦点を合わせて撮像する
ように構成されたカテーテルを対象にしている。カテーテルの遠位端には、撮像デバイス
が配設される。撮像デバイスは、撮像デバイスの前面に位置する有効焦点面を有する。カ
テーテルは、撮像デバイスの有効焦点面に位置決めされる外周部を有する透明な焦点器具
も含み、透明な焦点器具の外周部に接触する物体を、実質的に焦点を合わせて撮像するこ
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とを可能にする。
【００１１】
　添付図面と共に取り上げられる以下の説明および添付の特許請求の範囲から、本発明が
さらに十分に明らかになるであろう。これらの図面が本発明の例示的な実施形態を示すに
すぎないことが理解され、したがって、図面は本発明の範囲を限定するものとはみなされ
ない。全般的に記述され、本明細書の図面に示される本発明の各構成要素は、様々な異な
る構成で配置および設計することが可能であることが容易に理解されよう。それにもかか
わらず、本発明は添付図面を用いることによって、さらに具体的かつ詳細に記述され説明
される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の原理による例示的なカテーテルの概略図である。
【図２ａ】図１のカテーテルの一実施形態の側面図である。
【図２ｂ】図１のカテーテルの他の実施形態の側面図である。
【図２ｃ】図１のカテーテルの他の実施形態の側面図である。
【図２ｄ】図１のカテーテルの他の実施形態の側面図である。
【図３ａ】図１のカテーテルのさらに他の実施形態の側面図である。
【図３ｂ】図１のカテーテルのさらに他の実施形態の側面図である。
【図４】本発明の一実施形態による、撮像デバイスを位置決めするための可膨張性バルー
ンを有するカテーテルの概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による、透明な焦点器具として可膨張性バルーンを有する例
示的なカテーテルの概略図である。
【図６ａ】図４のカテーテルの一実施形態の側面図である。
【図６ｂ】図４のカテーテルの一実施形態の側面図である。
【図６ｃ】図４のカテーテルの別の実施形態の側面図である。
【図６ｄ】図４のカテーテルの別の実施形態の側面図である。
【図７ａ】図５のカテーテルの一実施形態の側面図である。
【図７ｂ】図５のカテーテルの一実施形態の側面図である。
【図８】図２ａの撮像デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態によるカテーテルを用いた撮像方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、図示される例示的な実施形態を参照するが、本明細書ではそれを記述するために
特別な用語が用いられる。それでも、そのことによって本発明の範囲の限定が意図される
ものではないことが理解されるであろう。
【００１４】
　本発明の例示的な実施形態に関する以下の詳細な説明では添付図面を参照するが、添付
図面は本明細書の一部をなし、添付図面には実例として、本発明を実施することができる
例示的な実施形態が示される。こうした例示的な実施形態は、当業者が本発明を実施する
ことができるように十分詳しく記述されるが、他の実施形態が実現されてもよく、また本
発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本発明に様々な変更を加えることが可能で
あることが理解されるべきである。したがって、図１～９に示される本発明の実施形態に
関する以下のさらに詳しい説明は、請求される本発明の範囲を限定するものではなく、単
に例示のために、また当業者が本発明を実施することを十分可能にするために示される。
したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定められる。
【００１５】
　以下の詳細な説明および本発明の例示的な実施形態は、添付図面を参照することによっ
て最もよく理解されるであろう。添付図面では、本発明の要素およびフィーチャが、全体
を通して数字によって示される。本発明を記述および請求する際には、以下の用語が用い
られる。
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【００１６】
　単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「その（ｔｈｅ）」は、文脈が
そうでないことを明確に指示しない限り、複数の指示対象を含む。したがって、例えば「
１つのカメラデバイス」に対する参照は、そうしたカメラデバイスの１つまたは複数に対
する参照を含み、「１つの可膨張性バルーン」に対する参照は、そうした可膨張性バルー
ンの１つまたは複数に対する参照を含む。
【００１７】
　本明細書で使用されるとき、「カテーテル」とは、生きている生物の解剖学的組織、ま
たは撮像、監視もしくは他の必要性がある他の適当なシステムの内部で撮像するように設
計された、様々なカテーテルまたは内視鏡システムの任意のものを指す。一実施形態にお
いてカテーテルは、狭い場所を高解像度で撮像するために、ＳＳＩＤチップおよびＧＲＩ
Ｎレンズを有する小型カテーテルを含むことができる。当業者には明らかになるように、
他の撮像システムが組み込まれてもよい。
【００１８】
　本明細書で使用されるとき、「有効焦点面」または主要な焦点面とは、（１つまたは複
数の）物体に実質的にシャープに焦点が合う、または「焦点が合う」カメラ／撮像デバイ
スの前面の前方位置を指す。この位置が空間におけるただ１つの点であることが意図され
るわけではなく、むしろこの焦点が、撮像デバイスが物体を実質的に焦点を合わせて撮像
することができる２次元または３次元の領域を指すことが意図される。適切な照明条件が
与えられれば、カメラからこの距離のところで撮像される物体は、より近いまたはより遠
い距離で撮像される物体よりも高い解像度および高い鮮明度を有することができる。当業
者には理解されるように、この有効焦点面は、異なるカメラおよび撮像デバイスでは異な
るものである。
【００１９】
　本明細書で使用されるとき、「撮像デバイス」とは、様々なカテーテルおよび内視鏡撮
像デバイス、カメラシステム、ファイバ束、ならびに当技術分野で知られている他のそう
したデバイスの任意のものを指す。例えば以下にさらに詳しく記述されるように、撮像デ
バイスは、撮像アレイおよびレンズを有するＳＳＩＤを含むことができる。
【００２０】
　本明細書で使用されるとき、例示的な実施形態における「固体撮像デバイス」またはＳ
ＳＩＤは、一般的に画像データを集めるための撮像アレイまたはピクセルアレイを備え、
また撮像アレイに電気的に結合された導電性パッドをさらに備えることができ、それによ
って、それらの間の電気通信が容易になる。一実施形態においてＳＳＩＤは、シリコンも
しくは他の半導体基板、または内部に典型的に製造されたフィーチャを有するアモルファ
スシリコンの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を含むことができる。他の実施形態においてＳ
ＳＩＤは、半導体材料で被覆された非半導体基板、または他の同等の構造を含むことがで
きる。フィーチャは、撮像アレイ、導電性パッド、金属トレース、回路構成要素などを含
むことができる。所望の用途のために、他の集積回路の構成要素が存在してもよい。しか
しながら、可視データまたは光子データを集める手段、および可視画像または画像再構成
を提供するためにそのデータを送信する手段が存在する限り、これらの構成要素のすべて
が存在する必要はない。
【００２１】
　「ＧＲＩＮレンズ」または「分布屈折率型レンズ」とは、中心の光軸からレンズの外径
へ半径方向に変化させた屈折率を有する、特殊化されたレンズを指す。一実施形態では、
そうしたレンズは、光軸が第１の平坦な端部から第２の平坦部へ延びる円筒形として構成
することができる。したがって、光軸から半径方向に異なる屈折率のため、この形のレン
ズはより従来的な形をしたレンズの影響をシミュレートすることができる。一実施形態で
は、これはＧＲＩＮロッドレンズと呼ばれる。しかしながら、本明細書における使用では
、他の適切なＧＲＩＮレンズシステムの使用が企図される。
【００２２】
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　本明細書で使用されるとき、複数の品目、構造上の要素、構成上の要素および／または
材料は、便宜上、共通のリストとして示されることがある。しかしながら、こうしたリス
トは、リストの各構成物が別個のユニークな構成物として個々に識別されるかのように解
釈されるべきである。したがって、そうしたリストの個々の構成物は、専らそれらが共通
のグループとして示されることに基づき、それと反対の指示なしに、同じリストの任意の
他の構成物の事実上の同等物として解釈されるべきではない。
【００２３】
　図１を参照すると、本発明が、カテーテルの遠位先端部でカテーテルに結合された撮像
デバイスおよび透明な焦点器具１０２を含み、全体が１００で示されるカテーテルとして
具体化されている。透明な焦点器具は、撮像デバイスの有効焦点面に位置決めされる外周
部を有している。示されるように、透明な焦点器具の外周部は、撮像のために身体組織が
「焦点が合う」位置に存在できるように、身体組織１０４に接触して配置することができ
る。
【００２４】
　図１に示されるように、対象の身体組織が相対的に大きい身体通路内に配置されること
があり、またカテーテルが相対的に小さいため、カテーテル１００を大きい身体通路の空
いた空間などの適切な位置に位置決めし、カテーテル１００が対象領域を、カメラに対し
て「焦点を合わせて」位置決めできるようにすることはしばしば困難である。しかしなが
ら、カテーテルシステムの性質により、カテーテルが湾曲した身体通路および空洞に沿っ
て導かれるとき、カテーテルの遠位端が身体組織に接触することがしばしばある。半可撓
性のカテーテルが、例えば肺、血管または胃腸（ＧＩ）管などの身体通路に沿って導かれ
る場合、カテーテルの遠位端は通常、曲がり角のまわりを導かれるときにこれらの通路の
外縁部に接触する。こうした接触点では、透明な焦点器具を有するカテーテルは、これら
の通路の外壁を細かく正確に焦点を合わせて効果的に撮像することが可能である。
【００２５】
　撮像デバイスは、様々なカメラおよびレンズデバイスを含むことができる。例示的な一
実施形態では、撮像デバイスは、図８に示すようにＳＳＩＤチップ１３２およびＧＲＩＮ
ロッドレンズ１３０を含むことができる。ＳＳＩＤは、シリコンもしくは他の半導体基板
、または内部に典型的に製造されたフィーチャを有するアモルファスシリコンの薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）を含むことができる。他の実施形態では、ＳＳＩＤは、半導体材料で
被覆された非半導体基板、または他の同等の構造を含むことができる。その内部には、撮
像アレイ１３４、導電性パッド（図示せず）、金属トレース（図示せず）、回路構成要素
（図示せず）などを含めたフィーチャを製造することができる。導電性パッドに関しては
、導電性パッドと連結物またはカテーテル本体の導電性ラインとの間の接続は、はんだ付
け、ワイヤボンディング、はんだバンピング、共晶接合、電気めっきおよび導電性エポキ
シによるものとすることができる。しかしながら、電気的結合を壊す危険性を低減した状
態で良好な操作性を得ることができれば、電気的な連結物と導電性パッドの間にワイヤボ
ンディングを有していない直接的なはんだ継手が好ましいことがある。一実施形態では、
連結物の導電性ラインは、動力、接地、クロック信号およびＳＳＩＤに関する出力信号を
提供することができる。ＧＲＩＮロッドレンズのまわりの領域に光を与えるために、発光
ダイオード（ＬＥＤ）など、所望の用途向けの集積回路の他の構成要素が存在してもよい
。可視データの収集および送信用の画像デバイスが存在し、データの収集および送信用の
デバイスを可視データ信号の処理装置に接続するためにいくつかの手段が設けられる限り
、これらの構成要素のすべてが存在する必要はない。図８には示されていないが、連結物
、ハウジング、アダプタ、ユーティリティガイドなどの他の構成要素が存在してもよい。
ＳＳＩＤ１３２は、ＣＣＤ、ＣＩＤまたはＣＭＯＳ撮像デバイスなど、任意の固体撮像デ
バイスとすることができる。また、ＳＳＩＤに対して最も遠位にある平坦面以外で光がレ
ンズに入るのを防止するために、ＧＲＩＮロッドレンズ１３０は、湾曲面を不透明なコー
ティングで被覆することができる。同様のマイクロカメラ組立体のさらなる動作原理およ
び構成の詳細は、それぞれがその全体を参照によって本明細書に援用される、米国特許出
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願第１０／３９１，４８９号、第１０／３９１，４９０号、第１１／２９２，９０２号お
よび第１０／３９１，５１３号に見出すことができる。
【００２６】
　次に、本発明の原理による透明な焦点器具の様々な実施形態を示す、図２ａ～３ｂを参
照する。カテーテル１００は、撮像デバイス１０６を含む。透明な焦点器具１０２はカメ
ラに結合され、例えば透明な焦点器具は、図２ａ～２ｂに示されるように撮像デバイスに
結合する、または図２ｃ～３ｂに示されるようにカテーテル本体に結合することができる
。透明な焦点器具は、撮像デバイスから撮像デバイスの有効焦点面までの距離にほぼ等し
い距離に位置決めされる外周部を有するように構成される。この距離は１０３で表されて
いる。
【００２７】
　異なるカメラシステムが様々な視野角を有することができるため、透明な焦点器具はそ
れぞれ、様々な形状、輪郭、長さおよび他のそうした特性を有することができる。図２ａ
～３ｂの例示的な実施形態は、本明細書における例として示されるものであり、可能性の
ある透明な焦点器具のタイプ、形状または寸法に関してすべてを包括するものではない。
【００２８】
　透明な焦点器具１０２は、中空スペーサ、中実スペーサ、可膨張性のもしくは膨張した
バルーン、または当業者には明らかになるであろう他のそのようなデバイスとすることが
できる。スペーサは、ガラス、またはポリスチレン、ポリカーボネートもしくはＰＥＴな
ど、一般的な透明プラスチックを含む透明ポリマーから構成することができる。
【００２９】
　図３ａ～３ｂに示されるように、単一のカテーテル上に複数の撮像デバイス１０６が含
まれてもよい。それに応じて、透明な焦点器具１０２は、各撮像デバイスの有効焦点面に
外周部を有するように構成することができる。ある特定の内視鏡の処置を実施するとき、
横方向に撮像することができる撮像デバイスを含むと有利になることがある。通常、カテ
ーテルデバイスはカテーテル本体の可撓性に限界があり、それが、小さいまたは狭い通路
内にあるときに回転して横の物体の方を向くデバイスの能力を制限する。したがって、１
つまたは複数の横方向、ならびに１つまたは複数の透明な焦点器具それぞれの方を向く撮
像デバイスを含むことにより、カテーテルは身体通路の壁を「焦点を合わせて」撮像しな
がら、身体の狭い通路の下方へ導かれることが可能になる。
【００３０】
　他の実施形態では、カテーテル１００は、当技術分野で知られている回転デバイスを含
むことができる。回転デバイス（図示せず）は、カテーテルが身体の対象領域に導かれる
のを助けることができ、撮像デバイス１０６および透明な焦点器具１０２を含むカテーテ
ルの遠位端を対象物または対象領域に向かって回転させる。この回転デバイスは、使用者
が所望の組織に接触する透明な焦点器具の周縁部を正確に位置決めするのを助けることが
できる。
【００３１】
　図４は、身体通路１０４を通して導かれる、本発明の一実施形態によるカテーテル１０
０を示している。この例示的な状況では、身体通路はカテーテルより十分に大きく、透明
な焦点器具が自然に通路の壁に接触しないようになっている。カテーテルに結合された可
膨張性バルーン１１０を膨張させ、透明な焦点器具を通路の壁に接触させることができる
。そうしたバルーンは、現在、当技術分野で知られている方法および材料によって設計お
よび構成することができる。
【００３２】
　図６ａ～６ｂは、図４に示される可膨張性バルーン１１０の機能を示している。示され
るように、カテーテルは、透明な焦点器具１０２ｇを有する横向きの撮像デバイス１０６
を含むことができる。可膨張性バルーン１１６は撮像デバイスの反対側に配設され、流体
を用いてバルーン１１６を膨張および収縮させるように構成された流体源１１８に取り付
けられる。図６ａに示されるように、透明な焦点器具１０２ｇは、最初は身体通路の壁１
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０４に接触しない。図６ｂは、バルーンに挿入される流体１２０を示している。流体は、
空気、酸素、シラン溶液、または当技術分野で知られている他の流体を含むことができる
。バルーン１１６が流体で満たされると、透明な焦点器具１０２ｇは通路の壁１０４に接
触するように位置決めされる。明らかになるように、バルーンは、使用者の要求に従って
様々な形状およびサイズを含むことができる。一実施形態では、図４に示されるように、
バルーンは膨張させたとき非球形になることができ、身体通路内の流体の通過を可能にす
る。他の実施形態では、カテーテルは、それぞれが選択的に膨張され、透明な焦点器具１
０２ｇを対象物／位置に接触するように位置決めすることが可能な２つ以上の可膨張性バ
ルーンを含むことができる。他の実施形態では、バルーンは環状体また円環体の構造を含
み、他の方法で塞がれた脈管を通じた流体の通過を可能にする。
【００３３】
　次に図６ｃ～６ｄを参照すると、透明な焦点器具を横方向に位置決めする異なる方法が
示されている。この実施形態では、図６ａおよび６ｂに示されるバルーンが、一片の予備
成形されたワイヤ１１７に置き換えられ、ワイヤ１１７は、カテーテル１００から延ばさ
れると、透明な焦点器具１０２ｇを対象物／位置に接触するように移動させるコイルを形
成する。一実施形態では、予備成形されたワイヤは、ニチノールなどの形状記憶合金を含
む。本発明の一態様では、複数の撮像デバイスが、対応する焦点器具および位置決めデバ
イスと共に、長手方向にカテーテル本体の側面に沿って配設されてもよい。こうして実務
者は、カテーテルが患者の体内で進められるとき、患者の内部の多数の画像を捉えること
ができる。
【００３４】
　図５は、透明な焦点器具が透明な可膨張性バルーン１１２の形である、本発明の一実施
形態によるカテーテル１００を示している。透明な可膨張性バルーンは、膨張させると撮
像デバイスの有効焦点面に位置決めされる外周部を有しており、透明な焦点器具の外周部
に接触する物体を実質的に焦点を合わせて撮像することを可能にする。透明な焦点器具と
して可撓性の透明なバルーンを使用すると、バルーンの比較的小さい体積および可撓性に
よって、カテーテルが最小寸法を維持することが可能になる。さらに透明なバルーン１１
２は、流体および撮像デバイスの撮像経路を妨げる可能性がある他の材料を移動させる、
撮像デバイス１０６のための光学的環境として働くことができる。
【００３５】
　図７ａ～７ｂは、本発明の一実施形態による図５の透明なバルーンの機能を示している
。本発明の一態様では、カテーテル１００は、カテーテル１００の遠位端からカテーテル
の側部へ延びる管腔１２４を含む。収縮させると、透明なバルーン１２２は、図７ａに示
されるようにカテーテル本体に沿って、カテーテル本体の側部の管腔１２４の開口部を効
果的に塞ぐように位置決めすることができる。図７ｂに示されるように、膨張させると、
透明なバルーン１２２は、撮像デバイス１０６から可膨張性バルーンの外周部までの距離
１０３が撮像デバイスのその焦点面までの距離に等しい、透明な焦点器具を形成すること
ができる。膨張した状態にあるとき、管腔１２４は、患者の脈管を通る流体の通路１２６
に対して開放される。有利には、カテーテル１００の遠位端が患者の脈管を通る任意の流
体の通路を効果的に塞いでいる間、管腔１２４は流体用の一時的な通路の役割を果たす。
単一のバルーン－撮像デバイスの組み合わせが示されているが、本発明では複数のそうし
た組み合わせが含まれてもよいことが理解されるであろう。本発明の例示的な一実施形態
では、カテーテルは、カテーテル本体の周縁部のまわりに位置決めされた４つのそうした
組み合わせを含むことができる。身体通路または身体器官の壁を撮像するために、これら
の４つの透明なバルーンのそれぞれを同時にまたは別個に、選択的に膨張させることがで
きる。さらに図５に示されるように、透明なバルーン－撮像デバイスの組み合わせは、前
向きの方向に位置決めすることができる。バルーンは、空気、酸素、シラン溶液、または
バルーンカテーテル法の技術分野で一般的な他の流体を用いて膨張させることができる。
【００３６】
　他の実施形態では、撮像デバイスは、それぞれが異なる有効焦点距離、およびそれに取
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態様では、複数の撮像デバイスの１つが、他の撮像デバイスより大きい視野を有する。さ
らに他の態様では、複数の撮像デバイスの１つが拡大能力を有する。さらに他の態様では
、特定の用途に適するように、複数の撮像デバイスが互いに平行に方向付けされること、
または非平行な向きに構成されることが可能である。ＧＲＩＮレンズ顕微鏡組立体のさら
なる動作原理および構成の詳細は、その全体が参照によって本明細書に援用される、２０
０８年１月１日に出願された「Ｇｒｉｎ　Ｌｅｎｓ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ」という名称の米国特許出願第１２／００８，４８６号に見出すことができる。
【００３７】
　図９は、カテーテルを用いた撮像方法の流れ図である。方法はまず、撮像デバイスの有
効焦点面に位置決めされる外周部を有する、透明な焦点器具を備えたカテーテルを提供す
るステップ（２１０）を含む。透明な焦点器具は、これまでに詳しく記述された様々な構
成のものとすることができる。次に方法は、透明な焦点器具の外周部を対象物に接触する
ように位置決めし、透明な焦点器具の外周部に接触する対象物を、実質的に焦点を合わせ
て撮像することを可能にするステップ（２２０）を含む。様々な方法およびデバイスを用
いて、透明な焦点器具を対象物に接触するように位置決めすることが可能である。これま
でに記述された方法およびデバイスに加えて、カテーテル本体をその長手方向の軸のまわ
りで回転させることができ、かつ／あるいは撮像デバイスを傾斜および／または移動させ
るために、撮像デバイスが圧電アクチュエータなどの回転デバイスを含むことができる。
さらに、ある特定のカメラではカメラの焦点距離を変更することができるが、同時に撮像
デバイスと透明な焦点器具の外周部との間の距離がそれぞれ変更される。最後に、対象物
が撮像デバイスによって撮像される（２３０）。本発明の一実施形態では、使用者に対し
て生の画像を記録および表示するために、撮像デバイスが絶えず撮像を行うようにするこ
とができる。あるいは、撮像デバイスは、質が高められた画像が選択的に撮られる追加の
フィーチャを含むことが可能であり、その画像を解析および調査し、診断および分析の助
けとすることができる。
【００３８】
　有利には、本発明の実施形態は、医療の実務者が透明な焦点器具に接触する物体を実質
的に「焦点を合わせて」撮像するのを助けるために、カテーテル用の透明な焦点器具を含
む。したがって、対象組織／対象物に接触する透明な焦点器具を操作することによって、
改善されたカテーテルの撮像を実施することができる。そうした操作は、身体通路／空洞
内でカテーテルの遠位端を操作する試行錯誤の処置を減らすことができる。これにより、
透明な焦点器具が、通路の下方に導かれるとき、病んでいるかもしれない領域を横切る、
または迅速に繰り返し通路の壁に接するように位置決めされることが可能になるため、使
用者がより多くの組織をより短い時間およびより高い解像度で撮像することができるよう
になる。さらにこのデバイスは、癌性かもしれない細胞／領域などの重要な組織をより高
い解像度および高い鮮明度で撮像する、カテーテルの能力を十分に高め、したがって、問
題を診断し治療する使用者の能力を高めることができる。したがって、このデバイスは、
様々な病気および疾病をそれらの初期段階で検出する医者の能力を劇的に高めることがで
きる。
【００３９】
　前述の例は、１つまたは複数の特定の用途における本発明の原理を示すものであるが、
発明の能力を行使することなく、かつ本発明の原理および概念から逸脱することなく、実
施の形態、使用および細部に多数の変更を加えることが可能であることが当業者には明ら
かになるであろう。したがって、以下に示される特許請求の範囲による場合を除き、本発
明は限定されるものではない。
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